
「令和８年度 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業に係る業務委託公募型プロポーザル実施要領」等への質問に対する

回答 

 

質問事項、及び回答につきましては、次のとおりです。 

なお、本回答は、実施要領等を補完するものとして取り扱いますので、提出書類の作成にあたり留意してください。 

番

号 
質問項目 質問内容 回答 

１ 

業務委託仕様書 Ｐ２ 

５－(1) 

 

白岡市から提供いただく候補者データか

ら、保健指導の対象者を抽出しとあります

が、提供いただくデータ件数、データ内容を

教示ください。 

また、(1)健康状態不明者(2)重症化予防者

（コントロール不良者）(3)口腔機能低下予

防者 それぞれ別の候補者データを提供い

ただく認識でよろしいでしょうか。 

令和６年度末のデータ件数は、(1)健康状態不

明者が約１３０件、(2)重症化予防者（コントロ

ール不良者）が約１４０件、(3)口腔機能低下予

防者が約２８０件です。これを踏まえ仕様書で

は合計５５０件としておりますが、令和８年度

の事業は、令和７年度末時点でのデータを抽出

することになります。 

データの内容は、氏名、性別、生年月日、年

齢、住所、電話番号です。 

(1)から(3)のデータは、それぞれ別の候補者

で提供させていただきます。 

２ 
業務委託仕様書 Ｐ３ 

５－(2)－オ 

アンケートには、国が示す後期高齢者健康

診査の「質問票」の内容を含めること。とあ

りますが、弊社では事前アンケートではなく

初回面談時に聞き取りを行いますが、問題ご

ざいませんでしょうか。 

本事業の実施基準は、対象者への通知で終了

ではなく面談をすることとなっています。よっ

て事前アンケートを実施せずに初回面談時に聞

き取りをする形でも問題ありません。 

３ 

実施要領 Ｐ４ 

７－(4) 

エ 見積書（任意様式） 

参考様式につきまして、ホームページの資

料中に見当たらず、掲載先を教示いただけま

すと幸いです。 

 市ＨＰ上に掲載しました。 

 



４ 
業務委託仕様書 Ｐ２ 

５－(1)－ア 

市から提供される候補者データの項目を

教示いただけますでしょうか。（Ex：氏名・

カナ・住所・電話番号・直近数年間の健診結

果・レセプトデータ（薬剤）など） 

 

候補者データの件数につきまして、３事業

で５５０人が限度とのことですが、対象者数

の配分につきまして事業ごとの想定がござ

いましたら教示いただけますと幸いです。 

データの項目は、氏名、性別、生年月日、年

齢、住所、電話番号です。 

  

 

 

番号１と同様の回答となります。 

５ 
業務委託仕様書 Ｐ３ 

５－(2) 

参考までに、昨年度の「健康状態不明者」

「重症化予防者」の各保健指導実施人数を教

示いただくことは可能でしょうか。 

 

口腔機能低下予防者は令和８年度からの

追加事業であると認識しております。対象者

数の配分につきまして事業ごとに想定がご

ざいましたら教示いただけますと幸いです。 

 令和６年度の保健指導実施人数は、「健康状態

不明者」が６人で「重症化予防者」が５人でし

た。 

 

 番号１と同様の回答となります。 

６ 
業務委託仕様書 Ｐ３ 

５－(2)－イ 

参加勧奨架電は、規定回数不通完了となっ

た場合でも請求可能でしょうか。 

 

保健指導候補者５５０人について、リスト

時点で電話番号がある人は全体の何割程度

でしょうか。 

 請求可能です。 

 

 

 現時点で５５０人の何割かはお答えできませ

んが、令和６年度の「健康状態不明者」「重症化

予防者」の発送対象者、合計１７７人の内、電

話番号がある人は６８人で約３８．４％でした。 

７ 
業務委託仕様書 Ｐ２ 

 ５ 

かかりつけ医との連携は面談で対象者か

ら聴き取った情報をもとに進める形となる

 その通りです。 

 



 でしょうか。 

連携方法やタイミングは、受託者の提案内

容をもとに協議決定されるご想定でしょう

か。 

 

 その通りです。 

８ 
業務委託仕様書 Ｐ４ 

５－(3)－ウ 

予約及び支払いは受託者の負担でしょう

か。 

 市の公共施設を相談会場とする場合、受託者

と対象者の日程が決まり次第連絡をいただけれ

ば市で予約します。 

 その場合、市の事業であることから使用料は

発生しません。 

９ 

業務委託仕様書 Ｐ３ 

５  

 

アンケート未回答の方が電話勧奨及び入

電により参加となった場合、初回面談でアン

ケート内容（１５の質問項目）を聴取する認

識でしょうか。 

 番号２にありますように対象者との面談が必

須でございます。よって必ずしもアンケートを

必須とするものではありません。 

10 
業務委託仕様書 Ｐ４  

５－⑶－ウ 

訪問指導ができず（個別面談、オンライン、

電話、手紙等）による指導となった方の昨年

度実績人数を教授いただくことは可能でし

ょうか。 

 令和６年度の保健指導実施人数は、全体が１

１人で、全てが訪問指導により保健指導を実施

しております。 

11 
業務委託仕様書 Ｐ４ 

５－⑶－カ 

保健指導のお申込み人数について、下記の

昨年度実績人数を教授いただくことは可能

でしょうか。 

・全体数 

・(ｱ)健康状態不明者(ｲ)重症化予防者(ｳ)口

腔機能低下予防者の内訳 

令和６年度の保健指導実施人数は、全体が１

１人で(ｱ)健康状態不明者が６人、(ｲ)重症化予

防者が５人でした。 

(ｳ)口腔機能低下予防者は令和８年度から新

たに実施することとしています。 

 

 


